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中中国国：：規規制制緩緩和和でで本本格格化化すするる外外食食産産業業ののＦＦＣＣ展展開開  

■中国では経済発展の著しい沿岸都市部を中心に個人消費が拡大している。2006年の小売売上高は

前年比＋13.7％増を記録した。 

■中国の個人消費市場は、2005年の段階で日本の46.5％程度にとどまるが、このままのペースで成

長が続けば、2012年には中国の消費市場が日本のそれを上回る公算が大きい。沿岸部と内陸部の所

得格差の問題が早期に解消すれば、消費の裾野が広がり、消費市場の拡大テンポは一段と加速する

だろう。 

■中国の消費マーケットの拡大を受けて、欧米諸国や日本など国内市場がすでに成熟、もしくは飽

和状態になっている先進国の小売業が中国への進出を加速しつつある。すでに、米ウォルマート・

ストアーズ、仏カルフール、独メトロ、英テスコなどが中国市場への進出を果たしており、今後も

外資の中国市場への進出が加速するとみられる。 

■最近では、小売セクターのなかでも外資系外食産業の中国への進出が著しい。外資系企業はフラ

ンチャイズチェーン展開などによって業務の効率化を図っており、これまでの財務環境はきわめて

良好だ。たとえば、2005年の売上高利益率をみると、中国国内の外食産業が36.3％にとどまるのに

対して、外資系企業では53.2％にも達する。 

■外資系の小売業が中国進出を加速している背景には、同国における消費マーケットが拡大してい

ることのほか、規制緩和が進んでいることもある。 

■中国は、2001年末にＷＴＯ（世界貿易機関）への加盟を実現して以来、様々な産業分野で規制緩

和を進めてきた。小売市場については、2004年12月に自由化が実施され、外資の出資や出店地域、

出店数の規制緩和が行われた。2005年２月には、商務省によってフランチャイズ（ＦＣ）の経営管

理規則「商業特許経営管理弁法」が施行され、ＦＣによる外資の中国進出も容易になった。同法で

は、外資系企業は、開店１年以上、直営店２店舗以上を所有していれば、ＦＣ展開をすることがで

きる。 

■中国国務院は、今回新たに「商業特許経営管理条例」を制定し、2007年５月１日から施行され

た。新条例では、無許可営業などに対する罰則規定を定めており、ＦＣの健全化が進むとみられ

る。消費マーケット拡大と規制緩和の相乗効果によって、外資系外食産業のＦＣ展開は本格化しつ

つある。 
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（2012年に日本の消費市場と中国の消費市場が逆転） 

中国では経済発展の著しい沿岸都市部を中心に個人消費が拡大している。2006年の小売売上高は前

年比＋13.7％増を記録した。 

中国の個人消費市場は、2005年の段階で日本の46.5％程度にとどまるが、このままのペースで成長

が続けば、2012年には中国の消費市場が日本のそれを上回る公算が大きい（図表１）。沿岸部と内陸

部の所得格差の問題が早期に解消すれば、消費の裾野が広がり、消費市場の拡大テンポは一段と加速

するだろう。 

 中国の消費マーケットの拡大を受けて、欧米諸国や日本など国内市場がすでに成熟、もしくは飽和

状態になっている先進国の小売業が中国への進出を加速しつつある。すでに、米ウォルマート・スト

アーズ、仏カルフール、独メトロ、英テスコなどが中国市場への進出を果たしており、今後も外資の

中国市場への進出が加速するとみられる。 

 最近では、小売セクターのなかでも外資系外食産業の中国への進出が著しい。外資系企業はフラン

チャイズチェーン展開などによって業務の効率化を図っており、これまでの財務環境はきわめて良好

だ。たとえば、2005年の売上高利益率をみると、中国国内の外食産業が36.3％にとどまるのに対して、

外資系企業では53.2％にも達する（図表２）。 

  外資系の小売業が中国進出を加速している背景には、同国における消費マーケットが拡大している

ことのほか、規制緩和が進んでいることもある。 

  中国は、2001年末にＷＴＯ（世界貿易機関）への加盟を実現して以来、様々な産業分野で規制緩和

を進めてきた。 

小売市場については、2004年12月に自由化が実施され、外資の出資や出店地域、出店数の規制緩和

が行われた。 

 

図表１ 中国と日本の個人消費市場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）中国国家統計局、内閣府資料より作成。2007年以降はＢＲＩＣｓ経済研究所の予測。 
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図表２ 中国の外食産業の売上高利益率（2005年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）中国国家統計局 

 

（５月に制定された新条例） 

2005年２月には、商務省によってフランチャイズ（ＦＣ）の経営管理規則「商業特許経営管理弁

法」が施行され、ＦＣによる外資の中国進出も容易になった。同法では、外資系企業は、開店１年以

上、直営店２店舗以上を所有していれば、ＦＣ展開をすることができる。 

  中国国務院は、今回新たに「商業特許経営管理条例」を制定し、2007年５月１日から施行された。

新条例では、無許可営業などに対する罰則規定を定めており、ＦＣの健全化が進むとみられる。 

 消費マーケット拡大と規制緩和の相乗効果によって、外資系外食産業のＦＣ展開は本格化しつつあ

る。たとえば、中国国内でチェーン展開をする外資系外食産業の店舗数は、2004年の1976店から2005

年には2452店へと増加した。雇用者数は2004年の11.8万人から2005年には14.2万人へと拡大している。  

 外資系外食産業の具体的な店舗展開の動向をみると、たとえば米マクドナルドは、これまで中国で

のＦＣ展開に消極的であったが、業務効率を高めることを目的として、2007年内にＦＣ４店をオープ

ンする予定だ。米マクドナルドは1990年に深センに直営１号店をオープンした。現在、中国全土で

789の店舗を持つが、ＦＣ店は天津市の１店舗だけであった。 

 また、米ケンタッキーフライドチキンも、現状では中国全土1700店のうちＦＣ店は37店にとどまる

が、今後はＦＣ展開を積極化していく方針だ。 

  日本を含めた他の外資系外食産業もこうした流れに追随してくるとみられる。日本では、大手コン

ビニエンスストアのセブンイレブンジャパンの中国子会社である「セブンイレブン北京」が、2006年

２月に中国商務部からフランチャイズ経営資格の認可を取得した。2006年７月には、中国にフランチ

ャイズ加盟部を設立している。セブンイレブン北京は、今後積極的なフランチャイズ展開によって中

国市場での業容拡大を狙っている。 
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